
 

令和 5年 8月号 

 

 関東地方では夏本番を前に連日猛暑日が続いている一方、大雨による災害で大変な思いを 

しておられる地域もあり、極端すぎる気候に戦々恐々としてしまいます。これ以上の被害が 

出ないよう願うばかりです。それでは今月も張り切ってお伝えします。 

 

《労働条件明示していますか？》 

 労働契約が締結される際、使用者は労働者に対して労働条件を明示しなくてはなりません。 

明示する時期は労働契約締結の際でいいとされ、募集の時点ではその必要はないといわれていま

す。（職業安定法では募集時に明示が必要）明示する事項は労働基準法で定められています。 

◆ 絶対的明示事項 ・・・・必ず文書で明示すること 

①  労働契約の期間に関する事項        

 ＊期間の定めがない場合はその旨を明示する 

②  就業の場所及び従事すべき業務に関する事項  

＊雇入れ直後の配属先はもちろん、将来の就業先や業務を合わせて記載してもよい 

③  始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに 

 労働者を 2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 

④  賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切りおよび支払の時期並びに昇給に関する事項 

 （昇給に関する事項は口頭でもよい） 

⑤  退職に関する事項（解雇の事由を含む） 

上記③、④、⑤に関しては、該当する就業規則の関係条項名を網羅的に示したり、賃金等級を

表示した書面の交付でも差支えない 

改正情報 令和 6年 4月から通算契約期間または有期労働契約の更新回数の上限並びに就業

場所および従事すべき業務の変更の範囲が追加されます。 

 

◆ 相対的明示事項 ・・・・定めがある場合に明示しなくてはならない事項 

① 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退 

職手当の支払時期に関する事項 

② 臨時に支払われる賃金（退職手当を除く）賞与及び第 8条各号に掲げる賃金並びに最低賃金

に関する事項 

③ 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 

④ 安全及び衛生に関する事項 

⑤ 職業訓練に関する事項 

⑥ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 

☆ 原労務管理事務所ミニミニ通信 ☆ 



⑦ 表彰及び制裁に関する事項 

⑧ 休職に関する事項 

 コロナ禍明けでどの職種も人手不足が問題になっています。一刻も早く働いて欲しいと逸る気持ち

はわかりますが働く側の気持ちとしては少しでも条件のいいところで働きたいと思っています。口約

束での契約はのちのちお互いにやりづらくなります。最初の契約時にきちんと労働条件を明示する

ことは後のトラブル回避にもつながります。労働条件を明示したならばそれに沿って働いてもらうこ

とになりますが、明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者側は即時に労働契約を解除す

ることができると労働基準法で定められています。 

 

 

《算定基礎届が終了しました》 

算定基礎届の公文書が届いた事業所様には控を同封させていただきました。保険料通知は 8月

に郵送させていただきます。 

 

《賞与支払届について》 

 賞与の支払いがあった場合は賞与支払届にて報告をするので、支払日と個々の賞与額をお知らせ

ください。 

 

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★  

          今年の夏季休業は 8月 11日（金）～8月 20日（日）です 

例年よりも長めの休業となりご迷惑をおかけしますがよろしくお願いいたします       

      今月も最後までお読みいただきありがとうございました  

     ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★    

 

 

 

《お問合せ先》 

原 労 務 管 理 事 務 所  

社会保険労務士   原 智子 

東京都江戸川区西篠崎２－７－３２ 

TEL：03-3679-6713 

E-mail satori-h@zpost.plala.or.jp 

 

mailto:satori-h@zpost.plala.or.jp

